
役員給与に関する税制改正が行われてから5年が経過しようとしています。改正当初における条文解釈
に関する混乱も各種情報の公表により、だいぶ落ち着いてきたように思いますが、まだまだ事例の積み
上げが不足しているようです。今回は、これまでに出てきた事例の中でトピック的な事例をご紹介します。 

申込方法 Web：http://www.aiwa-tax.or.jp/ 最新のｾﾐﾅｰ情報の「詳細はこちら」からお申込みください。 

        Fax：下記申込書に記入の上、03-5715-3318にお送りください 

申込先・お問合せ：あいわ税理士法人  セミナー運営事務局： 名倉美衣 
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル４階  TEL 03-5715-3316 FAX 03-5715-3318 

主催：あいわ税理士法人 

申込書 

〒 
 

 
 

 
 

フ リ ガ ナ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

所属部署名 

 
 

氏名 
フ リ ガ ナ 

氏名 

会社名 

所在地 

所属部署名 

TEL 

※受付完了のご連絡を差し上げます。 

顧問先様限定 
税務会計セミナー 

会場 

日時・講師 平成24年11月22日（木） 
税理士 尾崎真司 
 

9：30～11：30（受付9：00より） 

受講料：無料（顧問先様限定） 

京急第2ビル10F   
東京コンベンションルームAP品川 D会場 
※前回と会場が異なりますのでご注意ください 

定員     60名（先着順）  
申込期限  11月15日（木） 
受講票は、申込み期限日以降に、順次メールにてお送りさせていただきます。 

■解説予定項目■   

 役員給与を巡る税務上の論点 

 損金算入が認められる役員給与の3類型 

 定期同額給与の期中改定を巡る法人税の実務的検討 

ご記入頂きました情報は受講諸手続きに使用させていただくほか、当社サービスに関するご案内に使用させていただく場合がございます。 
また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。 

受講料 

（あいわ税理士法人） 

JR/京急 品川駅より徒歩3分 税理士 尾崎真司 


